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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　住宅の内部に設置され、住宅の外部の複数の外部通話装置と通話可能な親機と、
　前記親機と通話可能な緊急用子機とを、
備え、前記親機は、前記緊急用子機から呼び出しがあると、前記緊急用子機と通話可能と
し、かつ前記複数の通話装置を呼び出し、応答したものと前記緊急用子機とを通話可能と
し、前記複数の外部通話装置のうち応答したものを除いて前記各外部通話装置を呼び出し
、新たに応答したものと前記緊急用子機とを通話可能とすることを繰り返すインターホン
。
【請求項２】
　請求項１記載のインターホンにおいて、前記緊急用子機が前記住宅の内部に設置されて
いるインターホン。
【請求項３】
　請求項１または２記載のインターホンにおいて、前記住宅の外部に来訪者を検知する来
訪者検知用子機を設置し、前記親機は、外出モードにおいて、前記来訪者検知用子機から
呼び出しがあると、前記複数の通話装置を呼び出し、応答したものに来訪者ありの情報を
送信し、前記複数の外部装置のうち応答したものを除いて前記各外部通話装置を呼び出し
、新たに応答したものに前記来訪者ありの情報を送信することを繰り返すインターホン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、インターホンに関し、特に住宅外部の通話装置と通話可能なものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターホンは、例えば住宅内部に設置された親機と、住宅の外部、例えば玄関に設置
された子機との間で、通話を行うものである。ところで、インターホンを設置した住宅の
住人が外出しているときに、来客があった場合に、外出先から来客と通話可能としたイン
ターホンが、例えば特許文献１に開示されている。
【０００３】
　この特許文献１の技術では、在宅の時には、在宅留守切換スイッチを在宅に切り換えて
、玄関子機から呼び出しがあると、親機と玄関子機とで通話可能とし、留守の時には、在
宅留守切換スイッチを留守に切り換えて、玄関子機から呼び出しがあると、親機は、予め
定めた携帯電話に電話を掛け、親機を介して携帯電話と玄関子機との間で通話可能とする
。
【０００４】
【特許文献１】特開平９－１６３０００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の技術によれば、玄関子機から呼出があると、携帯電話機に電話を掛けるが
、携帯電話機が何らかの理由で応答しなかった場合の対処についてはなんら開示されてい
ない。
【０００６】
　本発明は、外部の通話装置が応答しない場合でも、外部通話装置に連絡できる確率を高
めたインターホンを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様によるインターホンは、親機と緊急用子機とを備えている。親機は、住
宅の内部に設置され、住宅外部の複数の外部通話装置と通話可能である。外部通話装置と
しては、携帯電話機や、予め定めた固定電話機等がある。外部通話装置への通話は、公衆
回線、例えば電話回線を使用することもできるし、インターネット等を使用することもで
きる。緊急用子機は、前記親機と通話可能である。この通話は無線で行うこともできるし
、有線で行うこともできる。前記親機は、前記緊急用子機から呼び出しがあると、前記緊
急用子機と通話可能とし、かつ前記複数の通話装置を呼び出し、応答したものと前記緊急
用子機とを通話可能とし、前記複数の外部通話装置のうち応答したものを除いて前記各外
部通話装置を呼び出し、新たに応答したものと前記緊急用子機とを通話可能とすることを
繰り返す。
【０００８】
　このように構成されたインターホンでは、子機からの呼出があると、親機は、複数の外
部通話装置を、例えば予め定めた順に従って呼び出す。この呼出に応じるものがあると、
それと通話を行う。複数の外部通話装置への呼出が一巡したときに、まだ呼出に応答して
いない外部通話装置があると、それらを対象として再び呼び出す。それによっても応答し
ないものがあると、呼出が一巡した後、さらに応答していないものを対象として呼び出す
。これを繰り返すことによって、各外部通話装置とそれぞれ通話することができる確率が
高くなる。
【０００９】
　前記緊急用子機としては、前記住宅の内部に設置されているものを使用することができ
る。緊急用子機は、例えば無線を利用したもので、その設置場所に自由度がある。緊急用
子機は、病人等の要介護者の傍に設置される。従って、要介護者が緊急の用事がある場合
で、住宅内に介護者等が以内場合には、複数の外部通話装置に順に電話を掛け、全ての外
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部通話装置と通話できるように、応答していないものを除いて呼出を行うので、緊急の用
事があることを確実に介護者等に連絡することができる。
【００１０】
　前記住宅の外部に来訪者を検知する来訪者検知用子機を設置することができる。来訪者
検知用子機は、例えば住宅のドアや窓が開閉されたことや、住宅の所定の領域に来訪者が
あることを検知するセンサを備えている。前記親機は、外出モードにおいて、前記来訪者
検知用子機から呼び出しがあると、前記複数の通話装置を呼び出し、応答したものに来訪
者ありの情報を送信し、前記複数の外部装置のうち応答したものを除いて前記各外部通話
装置を呼び出し、新たに応答したものに前記来訪者ありの情報を送信することを繰り返す
。
【００１１】
　このように構成すると、来訪者、例えば不法侵入者があることを来訪者検知用子機のセ
ンサが検知したとき、複数の外部通話装置を呼び出して通知するが、複数の通話装置を全
て呼び出しても、応答しないものがあると、応答していないものを対象として再び呼び出
す。このような呼出を繰り返すので、不法侵入者があることを確実に各外部通話装置に報
知することができる確率が高くなる。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のように、このインターホンによれば、複数の外部通話装置のうち、子機からの呼
出に応答しない外部通話装置があっても、応答しない外部通話装置を対象として応答する
まで繰り返し呼出を行うので、各外部通話装置に確実に子機から通知することができる確
率を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の一実施形態のインターホンは、図１に示すように、親機４と複数の子機とを備
えている。親機４は、住宅２内に設置されている。また、住宅の外部、例えば玄関には、
各子機のうち外部子機、例えば玄関子機６が設置されている。さらに、住宅の外部、例え
ば不法侵入者が侵入しやすい場所には、各子機のうち来訪者検知用子機、例えばセンサ子
機８が設置されている。センサ子機８は、異なる場所ごとにそれぞれ設置することもでき
る。また、住宅２内の異なる場所には、各子機のうち室内子機１０がそれぞれ設置されて
いる。この実施の形態では、３台の室内子機１０が設置されている。なお、室内子機１０
は設置されない場合もある。また、設置する場合でも、その台数は任意に変更することが
できる。さらに、住宅２内の要介護者がいる場所には、緊急用子機、例えばパニック釦１
２が配置されている。パニック釦１２は、任意の場所に設置することができる。親機４は
、玄関子機６、センサ子機８、室内子機１０、パニック釦１２とは無線によって通信回線
を構成することができる。この無線による通信回線は、少ないチャンネルを使用したもの
で、例えば室内子機１０同士が通話を行っているような場合、他の子機からの呼出が親機
４に伝わらないことがある。更に、親機４は、外部の公衆回線、例えば電話回線１４を介
して外部通話装置、例えば携帯電話機１６ａ、１６ｂ、１６ｃと通話可能に構成されてい
る。なお、外部通話装置としては携帯電話機の他に、固定電話機を使用することもできる
し、電話回線以外にインターネットを公衆回線として使用することもできる。外部通話装
置の台数も任意の台数とすることができる。
【００１４】
　親機４には、警報ランプ４ａ、表示パネル４ｂ、スピーカ４ｃ、室内子機釦４ｄ、４ｄ
、４ｄ、転送／外出釦４ｅ、在宅釦４ｆ、通報／停止釦４ｇ、一斉呼出／応答釦４ｈ、マ
イク４ｉ、アンテナ４ｊが設けられている。なお、図示していないが、警報音及びチャイ
ム音発生装置も備えている。
【００１５】
　玄関子機６には、呼出釦６ａ、マイク６ｂ、スピーカ６ｃ、アンテナ（図示せず）が設
けられている。センサ子機８には、センサ８ａ、送受信機８ｂ、アンテナ（図示せず）が
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設けられている。
【００１６】
　室内子機１０には、警報ランプ１０ａ、スピーカ１０ｂ、子機釦１０ｃ、通報／停止釦
１０ｄ、呼出／応答釦１０ｅ、マイク１０ｆ、アンテナ１０ｇが設けられている。なお、
図示していないが、警報音及びチャイム音発生装置も室内子機１０には設けられている。
【００１７】
　パニック釦１２には、緊急釦１２ａ、スピーカ１２ｂ、マイク１２ｃ、アンテナ１２ｄ
が設けられている。
【００１８】
　このインターホンでは、図２に示すように、パニック釦１２の緊急釦１２ａが操作され
ると（ステップＳ２）、パニック釦１２は、親機４に呼出信号を送信する（ステップＳ４
）。親機４から応答があるかパニック釦１２は判断し（ステップＳ６）、この判断の答え
がイエスであると、親機４との通話動作に入る（ステップＳ８）。
【００１９】
　ステップＳ６の判断の答えがノーの場合、パニック釦１２は、予め定めた第１の時間、
例えば１分の経過を待ち（ステップＳ１０）、その後に親機４へ呼出信号を送信する（ス
テップＳ１２）。親機４から応答があるかパニック釦１２は判定し（ステップＳ１４）、
応答があれば、ステップＳ８を実行して、親機４との通話動作に入る。
【００２０】
　この判断の答えがノーの場合、パニック釦１２は、予め定めた第２の時間、例えば３０
秒の経過を待ち（ステップＳ１６）、その後に親機４へ呼出信号を送信する（ステップＳ
１８）。親機４から応答があるかパニック釦１２は判定し（ステップＳ２０）、応答があ
ると、ステップＳ８を実行して、親機４との通話動作に入る。この判断の答えがノーの場
合には、待機状態に入る（ステップＳ２２）。このようにパニック釦１２の緊急釦が１２
ａが操作されると、親機４が応答するまで、複数回の呼出が時間をおいて行われる。
【００２１】
　なお、室内子機１０の通報／停止釦１０ｄが操作された場合にも、室内子機１０は、図
２のフローチャートで示すように動作をする。
【００２２】
　また、センサ子機８が侵入者等を検知すると、図３に示すように、親機４に呼出信号を
送信する（ステップＳ２４）。親機４から応答があるかセンサ子機８は判断し（ステップ
Ｓ２６）、この判断の答えがイエスであると、センサ子機８は停止する（ステップＳ２８
）。
【００２３】
　ステップＳ２６の判断の答えがノーの場合、センサ子機８は、予め定めた第１の時間、
例えば１分の経過を待ち（ステップＳ３０）、その後に親機４へ呼出信号を送信する（ス
テップＳ３２）。親機４から応答があるかセンサ子機８は判定し（ステップＳ３４）、応
答があれば、ステップＳ２８を実行する。
【００２４】
　この判断の答えがノーの場合、センサ子機８は、予め定めた第２の時間、例えば３０秒
の経過を待ち（ステップＳ３６）、その後に親機４へ呼出信号を送信する（ステップＳ３
８）。親機４から応答があるかセンサ子機８は判定し（ステップＳ４０）、応答があると
、ステップＳ２８を実行する。この判断の答えがノーの場合には、待機状態に入る（ステ
ップＳ４２）。このようにセンサ子機８が侵入者を検知すると、親機４が応答するまで、
複数回の呼出が時間をおいて行われる。
【００２５】
　また、玄関子機６が呼出を行うと、玄関子機６は図４にフローチャートで示す処理を行
う。玄関子機６の呼出釦６ａが操作されると（ステップＳ４４）、玄関子機６は、親機４
に呼出信号を送信する（ステップＳ４６）。親機４から応答があるか玄関子機６が判断し
（ステップＳ４８）、この判断の答えがイエスの場合、親機との通話動作を行う（ステッ
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プＳ５０）。ステップＳ４８の判断の答えがノーの場合、一定時間経過したか判断し（ス
テップＳ５２）、その判断の答えがノーの場合、再びステップＳ４８を実行する。またス
テップＳ５２の判断の答えがイエスの場合、玄関子機６は待機状態となる（ステップＳ５
４）。このように玄関子機６は、呼出釦６ａを操作した後、一定時間の間に親機４から応
答があると、親機４と通話が行えるが、一定時間の間に親機４からの応答が無い場合には
待機状態となる。
【００２６】
　また、室内子機１０がいずれかの子機釦１０ｃまたは呼出／応答釦１０ｅを操作して、
他の子機または親機４の呼出を行うと、室内子機１０は、図５にフローチャートで示すよ
うな処理を行う。室内子機１０において、子機釦１０ｃまたは呼出／応答釦１０ｅが操作
される（ステップＳ５６）と、室内子機１０は親機４に呼出信号を送信する（ステップＳ
５８）。そして、親機４から応答があったか判断する（ステップＳ６０）。この判断の答
えがイエスの場合、親機４とまたは親機４を介して他の室内子機１０と通話動作を行う（
ステップＳ６２）。
【００２７】
　ステップＳ６０における判断の答えがノーの場合、一定時間経過したか判断し（ステッ
プＳ６８）、この判断の答えがノーの場合には、再びステップＳ６０を実行する。そして
ステップＳ６８の判断の答えがイエスの場合には、待機状態となる（ステップＳ７０）。
このように室内子機１０は、子機釦１０ｃまたは呼出／応答釦１０ｅを操作した後、一定
時間の間に親機４から応答があると、親機４または親機４を介して他の室内子機１０と通
話が行えるが、一定時間の間に親機４からの応答が無い場合には待機状態となる。
【００２８】
　上記のようにして、屋外子機６、センサ子機８、室内子機１０またはパニック釦１２か
らの呼出があると、親機４は、図６（ａ）または（ｂ）のフローチャートで示すように動
作する。即ち、図６（ａ）に示すように、パニック釦１２の緊急釦１２ａまたは室内子機
１０の通報／停止釦１０ｄが操作されたことにより緊急呼出信号を親機４が受信する（ス
テップＳ６８）と、パニック警報動作を行う（ステップＳ７０）。
【００２９】
　パニック警報動作では、図７に示すように、親機４は全室内子機１０にパニック信号を
送信する（ステップＳ７２）。これによって、各室内子機１０は、警報ランプ１０ａを点
滅動作させ、所定時間、例えば１分間の警報音を発生する。ステップＳ７２に続いて、親
機４は、警報ランプ４ａを点滅動作させ、所定時間、例えば１分間の警報音を発生する（
ステップＳ７４）。これら警報ランプ４ａ及び警報音発生装置が、呼出報知手段に相当す
る。そして、予め登録されている複数の登録先、例えば携帯電話機１６ａ、１６ｂ、１６
ｃのうち１台に電話をかける（ステップＳ７６）。
【００３０】
　次に、親機４は判定を行う（ステップＳ７８）。即ち、電話を掛けた登録先から応答が
あったか、親機４の一斉呼出／応答釦４ｈが操作されて親機４が応答したか、或いは親機
４からも携帯電話機からも応答が無いか判断する。一斉呼出／応答釦４ｈが呼出応答手段
に相当する。
【００３１】
　登録先が応答したと判定されると、親機４はパニック釦１２または室内子機１０（通報
／停止釦１０ｄが操作されたもの）に応答信号を送信し、他の室内子機１０に決定信号を
送信する（ステップＳ８０）。この決定信号の送信によって各室内子機１０は、警報ラン
プ１０ａの点滅動作を中止する。そして、登録先の携帯電話機とパニック釦１２または通
報／停止釦１０ｄが操作された室内子機１０との間に通話路を開設し、通話が開始される
（ステップＳ８２）。そして、この通話が終了したか親機４は判定し（ステップＳ８４）
、この判断の答えがノーの場合には通話が開始されてから所定時間、例えば３分が経過し
ているか判断する（ステップＳ８６）。この判断の答えがノーの場合には、ステップＳ８
４を再び実行する。そして、ステップＳ８４またはＳ８６の判断の答えがイエスになると
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、即ち、通話が終了するか通話開始から一定時間が経過すると、次の登録先があるか判断
し（ステップＳ８８）、その判断の答えがイエスの場合には、次の登録先に電話を掛け（
ステップＳ９０）、ステップＳ７８を再び実行する。従って、次の登録先に電話を掛けて
、応答があれば、ステップＳ８０、Ｓ８２、Ｓ８４、Ｓ８６が実行され、次の登録先と通
話が行われる。
【００３２】
　ステップＳ８８の判断の答えがノーの場合、全ての登録先に電話を掛けたことになる。
そこで、全ての登録先のうち未応答のものがあるか判断し（ステップＳ９２）、この判断
の答えがノーの場合、親機４は待機状態となり、パニック釦１２または通報／停止釦１０
ｄが操作された室内子機１０はスリープ状態となる（ステップＳ９４）。
【００３３】
　ステップＳ９２の判断の答えがイエスの場合、それら未応答の登録先全てに規定回数リ
ダイヤルしたか判断し（ステップＳ９６）、その判断の答えがイエスの場合には、ステッ
プＳ９４を実行し、その判断の答えがノーの場合には、ステップＳ９０が実行される。
【００３４】
　従って、全ての登録先に電話が掛けられ、所定回数リダイヤルするまでに全ての登録先
が応答すれば、待機状態及びスリープ状態に親機４及びパニック釦１２（または通報／停
止釦１０ｄが操作された室内子機１０）はなるが、所定回数リダイヤルするまでに全ての
登録先が応答するまで、登録先に電話が掛けられる。
【００３５】
　ステップＳ７８において、親機４が応答したと判断されると、親機４はパニック釦１２
または通報／停止釦１０ｄが操作された室内子機１０に応答信号を送信し、室内子機に決
定信号を送信する（ステップＳ９８）。この決定信号に応じて各室内子機１０は警報ラン
プ１０ａの点滅を中止する。そして、親機４とパニック釦１２または通報／停止釦１０ｄ
が操作された室内子機１０との間で通話路を開設し、通話が開始される（ステップＳ１０
０）。そして、再びステップＳ７８の判定が行われる。従って、親機４とパニック釦１２
または通報／停止釦１０ｄが操作された室内子機１０との間で通話が行われていても、登
録先が応答すると、ステップＳ７８からステップＳ８０以降が実行され、登録先との通話
が優先される。
【００３６】
　ステップＳ７８において、登録先も親機も応答しないと判定されると、登録先に所定回
数コールしたか判断し（ステップＳ１０２）、その判断の答えがノーの場合には、ステッ
プＳ７８が再び実行され、ステップＳ１０２の判断の答えがイエスの場合、ステップＳ８
８以降が実行される。
【００３７】
　上記のように親機４とパニック釦１２等との間で通話が行われていても、全ての登録先
が応答するまで親機４は登録先の呼出を行うので、登録先に確実に緊急事態の発生を報知
することができる。例えば図８に示すように登録先として携帯電話機１６ａ、１６ｂ、１
６ｃが登録されており、リダイヤル回数が５回と設定されているとする。１回目に親機４
は携帯電話機１６ａを呼び出すが、応答がなければ、携帯電話機１６ｂを呼び出す。これ
も応答が無ければ携帯電話機１６ｃを呼び出す。これで１回目の呼出は終了したが、いず
れも応答が無いので、２回目の呼出を行う。２回目の呼出において携帯電話機１６ｂが応
答したとすると、３回目の呼出では携帯電話機１６ａ、１６ｃの順に呼び出し、携帯電話
機１６ｂの呼び出しは行わない。３回目で携帯電話機１６ａ、１６ｃの応答が無ければ、
４回目の呼び出しを携帯電話機１６ａ、１６ｃに行う。ここで、携帯電話機１６ａが応答
したとすると、最後の５回目の呼び出しは未応答の携帯電話機１６ｃに対してのみ行う。
ここで、携帯電話機１６ｃからの応答がなければ、呼び出しを中止する。
【００３８】
　図６（ｂ）に戻って親機４がセンサ子機８、玄関子機６または室内子機１０からの呼出
信号を受信したとき（ステップＳ１０４）、呼出信号がセンサ子機８からのものか判断す
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る（ステップＳ１０６）、その判断の答えがイエスの場合、センサ警報動作を行う（ステ
ップＳ１０８）。ステップＳ１０６の判断の答えがノーの場合、玄関子機６からの呼出か
判断し（ステップＳ１１０）、その判断の答えがイエスの場合には、玄関子機呼出動作を
行い（ステップＳ１１２）、その判断の答えがノーの場合には、室内子機呼出動作を行う
（ステップＳ１１４）。
【００３９】
　図９に示すようにセンサ警報動作では、親機４が在宅モードであるか判断する（ステッ
プＳ１１６）。例えば、親機４の在宅釦４ｆが操作され、転送／外出釦４ｅが操作されて
いないか判断する。この判断の答えがイエスの場合、在宅モードセンサ警報オン動作が行
われ（ステップＳ１１８）、この判断の答えがノーの場合には、在宅釦４ｆが操作されず
に、転送／外出釦４ｅが操作されて、外出モードであるので、外出モードセンサ警報オン
動作が行われる（ステップＳ１２０）。
【００４０】
　在宅モードセンサ警報オン動作では、親機４は全室内子機１０へセンサ警報信号を送信
し、各室内子機１０は、警報ランプ１０ａを点滅動作させ、警報音を所定時間、例えば一
分間発生させる。同時に親機４はそれの警報ランプ４ａを点滅させ、警報音を所定時間例
えば一分間発生させる。
【００４１】
　外出モードセンサ警報オン動作では、図１０に示すように、親機４は全室内子機１０へ
センサ警報信号を送信する（ステップＳ１２２）。これによって、各室内子機１０はセン
サ警報動作を行う（ステップＳ１２４）。このセンサ警報動作では、各室内子機１０は、
警報ランプ１０ａを点滅動作させ、警報音を所定時間、例えば一分間動作させる。ステッ
プＳ１２２に続いて、親機４は、警報ランプ４ａを点滅動作させ、所定時間、例えば一分
間警報を発生する（ステップＳ１２６）。
【００４２】
　次に、登録先に電話を掛ける（ステップＳ１２８）。登録先から応答があるか判断し（
ステップＳ１３０）、その判断の答えがイエスの場合には、親機４はセンサ子機８に応答
信号を、室内子機に決定信号を送信し、かつ侵入者ありの音声情報を登録先に報知する（
ステップＳ１３２）。侵入者ありの音声情報は親機４が備えるＲＯＭ（図示せず）に記憶
されている音声データをアナログ化したものである。
【００４３】
　ステップＳ１３０の判断の答えがノーの場合には、規定回数登録先にコールしたか判断
し（ステップＳ１４４）、その判断の答えがノーの場合には、ステップＳ１３０を再び実
行する。ステップＳ１４４の判断の答えがイエスの場合、またはステップＳ１３２に続い
て、即ち、登録先が応答しない場合、または登録先が応答して侵入者ありを登録先に通知
した後に、次の登録先があるか判断する（ステップＳ１４６）。この判断の答えがイエス
の場合には、次の登録先に電話を掛け（ステップＳ１４８）、その後にステップＳ１３０
を実行する。従って、次の登録先でも電話を取ると、侵入者ありの音声情報が送信される
。
【００４４】
　ステップＳ１４６の判断の答えがノーの場合、即ち、全ての登録先に電話が終了すると
、これら登録先に未応答のものがあるか判断する（ステップＳ１５０）。この判断の答え
がノーの場合には、親機４を待機状態、センサ子機８はスリープ状態に戻る（ステップＳ
１５２）。ステップＳ１５０の判断の答えがイエスの場合、まだ未応答の登録先があるの
で、未応答の登録先に規定回数リダイヤルしたか判断し（ステップＳ１５４）、その判断
の答えがイエスの場合には、ステップＳ１５２を実行し、ステップＳ１５４の判断の答え
がノーの場合、ステップＳ１４８を実行する。
【００４５】
　従って、図８に示したのと同様にして、各登録先が応答するまで、所定リダイヤル回数
にわたって、各登録先に電話が掛けられる。但し、応答した登録先については電話が掛け
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られない。このようにして各登録先に確実に侵入者がある旨を報知できる。
【００４６】
　玄関子機６からの呼出の際に親機４が実行する玄関子機呼出動作では、図１１に示すよ
うに親機が在宅モードであるか判断する（ステップＳ１５６）。この判断の答えがイエス
の場合、在宅モードが実行され（ステップＳ１５８）、この判断の答えがノーの場合、外
出モードが実行される（ステップＳ１６０）。
【００４７】
　在宅モードでは、図１２に示すように、親機４は、全室内子機１０に玄関子機６から呼
出信号を受信したことを表す信号を送信し、チャイム音を数回発生させる（ステップＳ１
６２）。これに応動して、各室内子機１０では、室内子機１０の玄関子機呼出操作が行わ
れ（ステップＳ１６４）、具体的にはチャイム音が鳴り、警報ランプ１０ａが点滅する。
ステップＳ１６２に続いて、親機４の一斉呼出／応答釦４ｈが操作されたか判断する（ス
テップＳ１６６）。この判断の答えがイエスの場合には、親機４は玄関子機６へ応答信号
を送信し、室内子機１０に決定信号を送信する（ステップＳ１６８）。これによって、各
室内子機１０の警報ランプ１０ａは点滅動作を中止する。ステップＳ１６８に続いて、親
機４と玄関子機６との間で通話が行われる（ステップＳ１７０）。
【００４８】
　ステップＳ１６６の判断の答えがノーの場合、親機４は、いずれかの室内子機１０から
その呼出／応答釦１０ｅを操作した旨を表す信号を受信したか判断する（ステップＳ１７
２）。この判断の答えがイエスの場合には、親機４は玄関子機６へ応答信号を送信する（
ステップＳ１７４）。これに続いて、室内子機１０と玄関子機６との間に親機４を介して
通話が行われる（ステップＳ１７６）。
【００４９】
　ステップＳ１７２の判断の答えがノーの場合、予め定めた規定呼出時間が経過している
か判断し（ステップＳ１７８）、この判断の答えがノーの場合にはステップＳ１６６から
再び実行し、この判断の答えがイエスの場合には、親機４、室内子機１０は待機状態に、
玄関子機６はスリープ状態に戻る（ステップＳ１８０）。
【００５０】
　従って、在宅モードでは、規定呼出時間の間に、親機４または室内子機１０のうちいず
れか先に応答したものが、玄関子機６と通話可能となり、規定呼出時間内に親機４も室内
子機１０のいずれもが応答しないと、親機４、室内子機１０は待機状態に、玄関子機６は
スリープ状態に戻る。
【００５１】
　図１３に示すように、外出モードでは、親機４は、チャイム音を数回発生し（ステップ
Ｓ１８２）、登録先に電話を掛ける（ステップＳ１８４）。登録先が電話を取ったか判断
し（ステップＳ１８６）。その判断の答えがイエスの場合には、親機４は玄関子機６へ応
答信号を送信し（ステップＳ１８８）、登録先と玄関子機６との間で通話が行われる（ス
テップＳ１９０）。
【００５２】
　ステップＳ１８６の判断の答えがノーの場合、規定回数登録先をコールしたか判断し（
ステップＳ１９２）。その判断の答えがノーの場合には、ステップＳ１８６を実行する。
この判断の答えがイエスの場合には、次の登録先があるか判断し（ステップＳ１９４）。
その判断の答えがイエスの場合には、次の登録先に電話をかけ（ステップＳ１９６）、ス
テップＳ１８６を再び実行する。ステップＳ１９４の判断の答えがノーの場合、即ち全て
の登録先に電話をかけた場合、未応答の登録先があるか判断する（ステップＳ１９８）。
この判断の答えがノーの場合、親機４は待機状態となり、玄関子機６はスリープ状態とな
る（ステップＳ２００）。ステップＳ１９８の判断の答えがイエスの場合には、未応答の
登録先に規定回数リダイヤルしたか判断し（ステップＳ２０２）、その判断の答えがイエ
スの場合にはステップＳ２００を実行し、その判断の答えがノーの場合には、ステップＳ
１９６を実行する。
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【００５３】
　従って、外出モードでは、玄関子機６から呼出があると、全ての登録先が応答するまで
、応答したものを除いて繰り返し呼出が行われる。但し、規定回数リダイヤルしても、応
答しない場合には、親機４は待機状態に、玄関子機６はスリープ状態になる。
【００５４】
　図６に示す室内子機呼出動作（ステップＳ１１４）では、例えば図１４に示すように、
親機４は、親機４の一斉／押釦４ｈが操作されたか判断し（ステップＳ２０４）、この判
断の答えがイエスの場合には、親機４は呼び出した室内子機１０に応答信号を送信し（ス
テップＳ２０６）、その室内子機１０と親機４との間に通話路を形成し、通話を行う（ス
テップＳ２０８）。そして、通話終了の指示が親機４または室内子機１０からあったか判
断し（ステップＳ２１０）、その判断の答えがノーの場合には、通話開始から所定時間、
例えば１分が経過したか判断する（ステップＳ２１２）。この判断の答えがノーの場合に
は、ステップＳ２１０を再び実行する。ステップＳ２１０またはＳ２１２の判断の答えが
イエスになったとき、通話路を閉じて、通話を終了させる（ステップＳ２１４）。
【００５５】
　ステップＳ２０４の判断の答えがノーの場合、即ち親機４の一斉／押釦４ｈが操作され
ていない場合には、他の室内子機１０の呼出／応答釦１０ｅが操作されているか判断し（
ステップＳ２１６）、その判断の答えがイエスの場合には、親機４は呼び出した室内子機
へ応答信号を送信し（ステップＳ２１８）、呼び出した室内子機１０と呼び出された室内
子機１０との間に親機４を介して通話路を形成する（ステップＳ２２０）。そして、ステ
ップＳ２１０以降を実行する。
【００５６】
　このように子機間通話においても、通話終了の指示が与えられるか、或いは通話が行わ
れていても所定時間が経過すると、自動的に通話が終了する。
【００５７】
　ステップＳ２１６の判断の答えがノーの場合には、規定呼出時間が経過したか判断し（
ステップＳ２２２）、その判断の答えがノーの場合には、ステップＳ２０４から再び実行
する。この判断の答えがイエスの場合には、親機４及び室内子機１０は待機状態に戻る（
ステップＳ２２４）。
【００５８】
　親機４と室内子機１０とが通話しているとき、または親機４を介して室内子機１０同士
が通話しているとき、室内子機同士の通話にこのインターホンが使用可能な周波数帯が使
用されているので、パニック釦１２または室内子機１０において通報／停止釦１０ｄが操
作されたものからの緊急呼出や、センサ子機８からの侵入者検知の呼び出しに、親機４は
応答することができない。そこで、上述したように、親機４と室内子機１０との通話時間
、親機４を介しての子機１０同士の通話の時間は一定時間例えば１分（パニック釦８やセ
ンサ子機８の第１の時間に等しい時間）に制限されており、かつ図２及び図３に示したよ
うに、パニック釦１２等やセンサ子機８は、親機４から応答が無くても親機４に対して再
度呼び出しを自動的に第１の時間経過後及び第２の時間経過後に掛けて、パニック釦１２
等やセンサ子機８からの親機の呼出が成功するように構成している。
【００５９】
　上記の実施の形態では、センサ子機８に使用するセンサについて具体的に記載しなかっ
たが、種々のものを使用することができる。例えば家屋の所定箇所のドアや窓が開かれた
ことを検出するセンサを使用したり、特定の箇所に人が入ったことを検知するセンサを使
用したりすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の１実施形態のインターホンのブロック図である。
【図２】図１のインターホンにおけるパニック釦の動作フローチャートである。
【図３】図１のインターホンにおけるセンサ子機の動作フローチャートである。



(10) JP 4616045 B2 2011.1.19

10

20

【図４】図１のインターホンにおける玄関子機の動作フローチャートである。
【図５】図１のインターホンにおける室内子機の動作フローチャートである。
【図６】図１のインターホンにおける親機の動作フローチャートである。
【図７】親機４の動作におけるパニック警報動作の動作フローチャートである。
【図８】図７のパニック警報動作における携帯電話機の呼び出し状態を示す図である。
【図９】親機４の動作におけるセンサ警報動作の動作フローチャートである。
【図１０】親機４の動作における外出モードセンサ警報オン動作の動作フローチャートで
ある。
【図１１】親機４の動作における玄関子機呼出動作の動作フローチャートである。
【図１２】親機４の動作における在宅モードの動作フローチャートである。
【図１３】親機４の動作における外出モードの動作フローチャートである。
【図１４】親機４の動作における室内子機呼出動作の動作フローチャートである。
【符号の説明】
【００６１】
　４　親機
　６　外部子機
　８　センサ子機
　１０　室内子機
　１２　パニック釦（緊急用子機）
 

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】
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